




～こころ豊に支え合うまち とみぐすく～ 

 を目指して 

 

 

 

 

 

 

 

  我が国の総人口、生産年齢人口は減少し続け、世界に例をみないスピードで高齢化が

進行しております。現在、国民の４人に１人が 65 歳以上の高齢者という、「超高齢社会」

を迎えており、厚生労働省においては、「団塊の世代」が 75 歳以上となる平成 37 年を目

途に、要介護状態となっても可能な限り、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提

供される「地域包括ケアシステム」の構築を推進しております。 

  本市においては、将来像である「ひと・そら・みどりがつなぐ響（とよ）むまち とみ

ぐすく」の実現に向け、現計画に基づき、諸施策に取り組んでいますが、平成 26 年度で

計画期間を終えることから、計画の施策を見直し、平成 27 年度からの３年間において、

本市高齢者福祉の指針となる「第６期豊見城市高齢者保健福祉計画」を策定いたしました。 

計画策定にあたっては、平成 29 年度には、65 歳以上の高齢者人口が１万人を超え、

そのうち約 16％を要介護認定者が占めるとの推計のもと関係課や関係機関との意見交

換を重ねるとともに、高齢者のニーズ調査の結果を踏まえ、現状・課題把握に努めました。 

  新たな計画では、基本理念「こころ豊かに支え合うまち とみぐすく」として、高齢社

会の今後更なる進展を見据え、今後３年間において果たすべき責務と、地域における支

え合いの構築など必要な施策を盛り込んでおります。市民の皆さまには、本計画の推進

に関するご理解とご協力、そして積極的なご参加を賜りますようお願いいたします。 

  本計画策定にあたり、ご尽力を賜りました豊見城市高齢者保健福祉計画策定委員諸氏

をはじめ、貴重なご意見、ご提言を賜りました関係各位に対し心よりお礼申し上げます。 

 

 

  平成 27 年３月   

豊見城市長  宜 保 晴 毅 
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計画策定にあたって 
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【参 考】 

 

日本の推計人口 

 

 

 
 

  

沖縄県の推計人口
平成22年 27年 32年 37年 42年 47年 52年

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

総数 1,392,818 1,410,269 1,416,876 1,414,154 1,404,887 1,390,796 1,369,408

0～14歳 246,515 238,404 226,435 212,502 200,718 194,790 190,563

15～64歳 903,793 892,609 866,415 848,273 831,211 804,888 763,398

65歳以上 242,510 279,256 324,026 353,379 372,958 391,118 415,447

65～74歳 121,131 134,380 166,666 172,002 161,051 160,448 175,151

75歳以上 121,379 144,876 157,360 181,377 211,907 230,670 240,296

65歳以上の割合 17.4% 19.8% 22.9% 25.0% 26.5% 28.1% 30.3%

65～74歳の割合 8.7% 9.5% 11.8% 12.2% 11.5% 11.5% 12.8%

75歳以上の割合 8.7% 10.3% 11.1% 12.8% 15.1% 16.6% 17.5%

資料：日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）
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３．計画の期間 

高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画（沖縄県介護保険広域連合策定）は、整合

性をもって作成されることが必要であることから、計画時期は同一として、平成 27 年

度から平成 29 年度までの 3年間とします。 

 

 

 

 

４．計画の策定体制 

本計画は、学識経験者等で構成される策定委員会のもとに、障がい・長寿課を事務

局とし、計画関係各課の連携、調整を行いつつ策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の期間

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

見直期間 見直期間
第６期豊見城市
高齢者保健福祉計画

第７期豊見城市
高齢者保健福祉計画

沖縄県介護保険広域連合

第６期介護保険事業計画

沖縄県介護保険広域連合

第７期介護保険事業計画

老人保健福祉計画策定委員会 市   長 

諮 問

答 申

検討案報告 調査、検討指示

〈計画検討体制〉 

事務局 

福祉部障がい・長寿課 

高齢者保健福祉計画 

関係課及び関係機関 

連 携 
 
 
調 整 
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が不可欠であり、特に離島地域等を中心としたサービス格差解消支援に向けた施策

を示します。 

 

 

３）新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）の推進 

現在、予防給付の見直しにより平成 29 年４月までに新しい総合事業（介護予防・

生活支援サービス事業）の開始が予定され、生活支援に係るコーディネーターの配

置や多様なサービス主体によるサービス確保の必要性が示されています。 
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７．計画策定の進め方 

（１）計画に関わる課題の整理 

１）高齢者保健福祉計画及び関連計画等の整理 

第６期計画において、 も重要なポイントは、住まい、医療、介護、予防、生活

支援等が切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシステム（包括的な支援体

制）の実現だと考えます。 

そのため、地域包括ケアシステムの構築という視点に立って、現行の高齢者保健

福祉計画及び地域福祉計画等の関連計画の整理を行います。 

その際の重点事項と施策検討の方向性を以下に示します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付と生活支援サービスを一体的に提

供する体制づくりに向けた施策の検討 

高齢者が安心して暮らせる場としての住宅

確保対策にかかわる施策の検討 

地域の実情に応じた認知症ケアパスの構築

に向けた施策の検討 

介護認定率の低下につながる事業効果の高

い予防事業の実施に向けた施策の検討 

介護サービス並びに保険料の平準化、介護

給付適正化対策の充実 

重 点 事 項 施 策 検 討 の 方 向 性

介護サービスの充実 

介 護 予 防 の 推 進 

 

住 ま い の 確 保 

多 様 な 生 活 支 援 

緊急時への対応、地域医療と介護サービス

の連携強化対策に向けた施策の検討 

認知症ケアの推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 
高齢者を取り巻く豊見城市の現況 
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（３）高齢者人口の推計 

本市の高齢者人口（65 歳以上人口）の推計値は、平成 27 年の 9,891 人から平成 28

年には 10,395 人と１万人台に入り、その後も増加で推移することが見込まれています。 

第 6 期期間中は、前期高齢者（65 歳～74 歳）の割合が高くなっていますが、平成

37 年には、後期高齢者（75 歳以上）が前期高齢者を上回ることが見込まれています。 

 

 

  

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

40～64歳 17,599 18,195 18,859 19,042 19,328 19,651 19,817 20,039 20,206 20,293 21,287

65歳以上 7,641 7,794 7,785 8,274 8,802 9,294 9,891 10,395 10,980 12,721 14,318

65～74歳 4,501 4,434 4,298 4,553 4,861 5,108 5,437 5,716 6,069 6,655 6,713

75歳以上 3,140 3,360 3,487 3,721 3,941 4,186 4,454 4,679 4,911 6,066 7,605

総人口 56,786 57,866 58,721 59,695 60,468 60,468 61,208 61,915 62,573 63,663 65,955

【参考】

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

年少人口割合 19.8% 19.9% 20.0% 20.2% 20.3% 20.3% 20.4% 20.4% 20.3% 18.9% 17.7%

生産年齢人口割合 66.8% 66.7% 66.8% 65.9% 65.1% 65.1% 64.4% 63.6% 63.1% 61.1% 60.6%

老年人口割合 13.5% 13.5% 13.3% 13.9% 14.6% 14.6% 15.2% 16.0% 16.6% 20.0% 21.7%

うち前期高齢者 7.9% 7.7% 7.3% 7.6% 8.0% 8.4% 8.9% 9.2% 9.7% 10.5% 10.2%

うち後期高齢者 5.5% 5.8% 5.9% 6.2% 6.5% 6.9% 7.3% 7.6% 7.8% 9.5% 11.5%

※１人口実績は、住民基本台帳に住所地特例を加味した数値となっている。
※２推計は、コーホート変化率法による。

※３平成32年及び平成37年は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値となっている。

実績 推計

4,501 4,434 4,298 4,553 4,861 5,108 5,437 5,716 6,069 6,655 6,713

3,140 3,360 3,487 3,721 3,941 4,186 4,454 4,679
4,911

6,066
7,605

7,641 7,794 7,785
8,274

8,802
9,294

9,891
10,395

10,980

12,721

14,318

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

65～74歳 75歳以上

(人) 計画期間
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（６）高齢者の就業状況 

65 歳以上就業者数は、平成 22 年に 1,280 人、65 歳以上人口に占める割合は 16.6％

となっており、就業者数並びに就業割合ともに上昇で推移しています。 

 

 

 

（７）要介護認定の原因疾患 

平成 25 年度における要介護認定の原因疾患は、「その他」以外では「関節疾患」の

割合が全ての要介護で高くなっています。「脳血管疾患」と「認知症」は要支援よりも

要介護で高くなっています。 

 

 

  

337
508

623
891

1072

42

59

66

118

208

379 

567 

689 

1,009

1,280
13.9

15.9

13.1
15.1

16.6

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500

平成２年 ７年 12年 17年 22年

65歳以上就業者数の推移

６５歳以上人
口に対する割
合

75歳以上就業者数

65～74歳就業者数

資料：国勢調査

(人) (％)

平成25年度疾患別介護度の割合
関節疾患 脳血管疾患 認知症 骨折・転倒 その他 計

人数 70 31 25 0 215 341

％ 20.5% 9.1% 7.3% 0.0% 63.0% 100.0%

人数 156 56 60 0 452 724

％ 21.5% 7.7% 8.3% 0.0% 62.4% 100.0%

人数 73 48 45 0 243 409

％ 17.8% 11.7% 11.0% 0.0% 59.4% 100.0%

人数 135 72 60 0 398 665

％ 20.3% 10.8% 9.0% 0.0% 59.8% 100.0%

人数 87 68 45 0 299 499

％ 17.4% 13.6% 9.0% 0.0% 59.9% 100.0%

人数 99 73 80 0 337 589

％ 16.8% 12.4% 13.6% 0.0% 57.2% 100.0%

人数 77 68 59 0 278 482

％ 16.0% 14.1% 12.2% 0.0% 57.7% 100.0%

人数 697 416 374 0 2,222 3,709

％ 18.8% 11.2% 10.1% 0.0% 59.9% 100.0%

要介護４

要介護５

合　計

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３
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２．日常生活圏域ニーズ調査からみる高齢者の状況 

（１）高齢者の属性 

１）高齢者の状態 

日常生活圏域ニーズ調査（以下「ニーズ調査」といいます。）の回答者の状態は、要

支援及び要介護認定を受けず、二次予防事業の対象者にも該当しない「一般高齢者」

が も多く 55.5％となっています。次いで「二次予防対象者」が 28.5％、「要介護認

定者」が 6.8％、「要支援認定者」が 3.7％となっています。 

「一般高齢者」の割合を男女別に比較すると、男性で 62.1％、女性で 51.7％と、

男性が 10.4 ポイント高くなっています。二次予防対象者及び要支援・要介護認定者

の占める割合は、男性より女性が高い結果となっています。 

 

 
  

55.5%

62.1%

51.7%

28.5%

24.6%

30.7%

3.7%

3.2%

4.0%

6.8%

4.3%

8.3%

5.6%

5.9%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計(N=1,189)

男性(N=443)

女性(N=746)

高齢者の状態

一般高齢者 二次予防対象者 要支援 要介護 無回答
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2.3%

39.5%

5.4%

6.1%
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３）同居者数 

家族などと同居している方の同居人数は、「2人」が も多く 43.2％、次いで「3人」

が 27.4％、「5 人以上」が 14.3％、「4 人」が 10.4％となっています。平成 23 年調査

と比較すると、「2人」の割合が上昇しています。 

  
 

 

４）介護・介助の必要性 

普段の生活での介護・介助の必要性については、「介護・介助は必要ない」が も多

く 72.5％、次いで「現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族など

の介護を受けている場合も含む）」が 11.8％、「何らかの介護・介助は必要だが、現在

は受けていない」が 6.1％となっています。平成 23 年調査と比較すると、「介護・介

助は必要ない」の割合が上昇しています。 

  

 

 

  

2人; 395; 

43.2%

3人; 251; 

27.4%

4人; 95; 

10.4%

5人以上; 

131; 14.3%

不明; 43; 

4.7%

同居人数（平成26年）

N=915

2人; 850; 

37.0%

3人; 618; 

26.9%

4人; 289; 

12.6%

5人以上; 

390; 17.0%

不明, 150, 

6.5%

同居人数（平成23年）

N=2,297

介護・介助は

必要ない; 

869; 72.5%

何らかの介護・

介助は必要だ

が、現在は受

けていない; 

73; 6.1%

現在、何らかの介

護を受けている; 

142; 11.8%

不明; 115; 

9.6%

介護・介助の必要性（平成26年）

N=1,199

介護・介助

は必要ない; 

2,142; 66.8%

何らかの介護・

介助は必要だ

が現在は受け

ていない;

224; 7.0%

現在、何ら

かの介護を

受けている; 

503; 15.7%

不明; 

336; 10.5%

介護・介助の必要性（平成23年）

N=3,205
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25.9%

17.1%
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0.0%
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7.1%
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家族構成別に介護・介助の必要性をみていくと、「介護・介助は必要ない」という割

合は、一人暮らしで 69.5％、家族などと同居で 78.5％と同居の割合が高くなってい

ます。「現在、何らかの介護を受けている」割合は一人暮らしの方が高くなっていま

す。 

平成 23 年調査と比較すると、「介護・介助は必要ない」の割合が、一人暮らし、家

族と同居ともに上昇しています。 

 

 
 

 

 

  

69.5%

78.5%

6.7%

6.6%

14.6%

8.4%

9.1%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一人暮らし

(N=164)

家族などと同居

(N=915)

介護・介助の必要性と家族構成（平成26年）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

65.3%

74.5%

12.4%

6.4%

13.2%

12.0%

9.1%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一人暮らし

(N=372)

家族などと同居

(N=2,297)

介護・介助の必要性と家族構成（平成23年）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答
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（２）生活機能における自立度 
生活機能の評価項目ごとの自立度（非該当者の割合）は、一般高齢者で、割合が

も高くなっています。次いで二次予防対象者、要支援認定者、要介護認定者の順とな

っており、それぞれの生活機能レベルを反映した結果となっています。 

運動器については、一般高齢者と比較して二次予防対象者は非該当者の割合が大き

く低下します。認知症予防、認知機能、うつ予防については、一般高齢者においても

他の項目と比較して自立度は低く、リスク者が相当数いると考えられます。 

平成 23 年調査と比較すると、要介護者の「運動器」と「転倒」の自立度が低下して

います。一般高齢者と二次予防対象者では、「認知症予防」と「認知機能」が低下、要

支援者では、「閉じこもり」「うつ予防」「口腔」の自立度が低下しており、注意が必要

だと考えられます。 

 

  

 

 

  

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
虚弱

運動器

閉じこもり

転倒

栄養口腔

認知症予

防

認知機能

うつ予防

生活機能（自立）平成26年
一般

予防

要支援

要介護

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
虚弱

運動器

閉じこも

り

転倒

栄養口腔

認知症

予防

認知機

能

うつ予防

生活機能（自立）平成23年 一般

予防

要支援

要介護

平成26年
虚弱 運動器 閉じこもり 転倒 栄養 口腔 認知症予防 認知機能 うつ予防

一般 98.80% 100.00% 95.79% 91.58% 100.00% 100.00% 67.22% 82.41% 82.41%
予防 69.30% 30.12% 82.46% 45.03% 95.61% 41.52% 40.06% 61.40% 49.12%
要支援 22.73% 6.82% 68.18% 20.45% 95.45% 40.91% 27.27% 36.36% 36.36%
要介護 3.70% 1.23% 41.98% 25.93% 83.95% 46.91% 13.58% 13.58% 35.80%

平成23年
虚弱 運動器 閉じこもり 転倒 栄養 口腔  認知症予防 認知機能 うつ予防

一般 99.67% 100.00% 96.80% 89.14% 100.00% 100.00% 69.49% 86.68% 83.48%
予防 69.69% 31.74% 85.62% 52.07% 87.56% 39.25% 43.65% 67.62% 50.65%
要支援 19.50% 5.66% 77.99% 17.61% 83.02% 46.54% 27.04% 34.59% 41.51%
要介護 3.36% 4.56% 41.25% 31.41% 63.55% 35.25% 5.28% 9.11% 29.98%

平成26年　-　平成23年
虚弱 運動器 閉じこもり 転倒 栄養 口腔  認知症予防 認知機能 うつ予防

一般 -0.87 0.00 -1.01 2.44 0.00 0.00 -2.27 -4.27 -1.07
予防 -0.39 -1.62 -3.17 -7.04 8.05 2.27 -3.59 -6.21 -1.52
要支援 3.23 1.16 -9.81 2.84 12.44 -5.63 0.23 1.77 -5.15
要介護 0.35 -3.32 0.73 -5.49 20.40 11.66 8.30 4.47 5.83
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二次予防対象者の自立度を男女それぞれ家族構成ごとにみていくと、運動器の自

立度では、独居の女性高齢者が低い状況にあります。転倒、口腔、認知機能の自立

度では、独居の男性高齢者が低い状況にあります。 
平成 23 年調査と比較すると、二次予防対象者女性の独居では、閉じこもりと転倒

の自立度が低下しており、男性では閉じこもり、栄養、口腔、認知症予防、認知機

能の自立度が低下しています。また同居では、男女とも認知症予防と認知機能の自

立度が低下しています。 
 

  

 

 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%
虚弱

運動器

閉じこもり

転倒

栄養口腔

認知症予

防

認知機能

うつ予防

二次予防対象者の生活機能（自立）

平成26年

女性(独居)

女性(同居)

男性(独居)

男性(同居)

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
虚弱

運動器

閉じこもり

転倒

栄養口腔

認知症予

防

認知機能

うつ予防

二次予防対象者の生活機能（自立）平成23年
女性(独居)

女性(同居)

男性(独居)

男性(同居)

平成26年
虚弱 運動器 閉じこもり 転倒 栄養 口腔 認知症予防 認知機能 うつ予防

女性(独居) 75.00% 22.50% 85.00% 40.00% 97.50% 50.00% 57.50% 67.50% 47.50%
女性(同居) 71.76% 25.88% 85.29% 46.47% 95.29% 48.24% 40.00% 64.71% 56.47%
男性(独居) 90.00% 60.00% 80.00% 30.00% 80.00% 10.00% 40.00% 30.00% 40.00%
男性(同居) 67.78% 42.22% 83.33% 50.00% 98.89% 27.78% 35.56% 61.11% 45.56%

平成23年
虚弱 運動器 閉じこもり 転倒 栄養 口腔 認知症予防 認知機能 うつ予防

女性(独居) 69.57% 19.57% 92.39% 56.52% 88.04% 47.83% 44.57% 67.39% 44.57%
女性(同居) 69.50% 27.36% 83.96% 46.54% 88.99% 44.97% 45.91% 70.44% 57.86%
男性(独居) 55.56% 33.33% 92.59% 29.63% 92.59% 22.22% 44.44% 51.85% 14.81%
男性(同居) 71.04% 41.18% 85.52% 58.82% 86.88% 31.22% 43.44% 70.14% 53.39%

平成26年　-　平成23年
虚弱 運動器 閉じこもり 転倒 栄養 口腔 認知症予防 認知機能 うつ予防

女性(独居) 5.43 2.93 -7.39 -16.52 9.46 2.17 12.93 0.11 2.93
女性(同居) 2.27 -1.48 1.33 -0.07 6.30 3.27 -5.91 -5.73 -1.39
男性(独居) 34.44 26.67 -12.59 0.37 -12.59 -12.22 -4.44 -21.85 25.19
男性(同居) -3.26 1.05 -2.19 -8.82 12.01 -3.44 -7.88 -9.02 -7.84
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（３）日常生活における高齢者の状態 

１）手段的日常生活動作（IADL） 

老研式活動能力指標（13 項目）について、その生活機能得点の平均点をみると、い

ずれの年代でも一般高齢者が も高く、次いで二次予防対象者、要支援認定者（65-69

歳でのみ二次予防対象より高い）、要介護認定者の順となっています。認定の有無に

かかわらず、年齢が上がるにしたがって得点は低下しています。 

 

  
 
①因子別の状況（手段的自立、知的能動性、社会的役割） 

 

■手段的自立 

手段的自立（5項目）の平均点についても、いずれの年代も一般高齢者が も高く、

次いで二次予防対象者、要支援認定者（65-69 歳でのみ二次予防対象より高い）、要介

護認定者の順となっています。 

65 歳以上全体の平均点について、一般高齢者に対する点数割合をみると、要介護者

10.0％と大きく低下しています。 

３つの因子の中で、要介護者の平均点が一般高齢者に対して も大きく低下するの

が手段的自立となっています。 

 

4.94 4.89 4.88
4.74

4.65

4.45
4.55

4.28
3.86 3.28

5.00

2.00
1.78 1.88

1.291.00
0.00

0.86

0.38
0.28

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上

老研式活動能力指標（手段的自立）

一般 予防 要支援 要介護

手段的自立【平均点】 

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 65歳以上
一般 4.94 4.89 4.88 4.74 4.65 4.89
予防 4.45 4.55 4.28 3.86 3.28 4.18
要支援 5.00 2.00 1.78 1.88 1.29 1.93
要介護 1.00 0.00 0.86 0.38 0.28 0.49
手段的自立（一般高齢者に対する割合）

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 65歳以上
一般 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
予防 90.1% 93.0% 87.7% 81.4% 70.5% 85.5%
要支援 101.2% 40.9% 36.5% 39.7% 27.7% 39.5%
要介護 20.2% 0.0% 17.6% 8.0% 6.0% 10.0%

老研式活動能力指標
質　　問　　項　　目 因子所属

1 バスや電車を使って一人で外出できますか
2 日用品の買い物ができますか
3 自分で食事の用意ができますか
4 請求書の支払いができますか
5 銀行預金・郵便貯金の出し入れが自分でできますか
6 年金などの書類が書けますか
7 新聞を読んでいますか
8 本や雑誌を読んでいますか
9 健康について記事や番組に関心がありますか
10 友だちの家を訪ねることがありますか
11 家族や友だちの相談にのることがありますか
12 病人を見舞うことができますか
13 若い人に自分から話かけることがありますか

手段的自立

知的能動性

社会的役割

それぞれの質問項目について「はい」という回答に1点、「いいえ」に0点を
与え、単純に合得点を算出する

12.12 12.08 11.91
10.91

10.44

10.60
11.00

10.11
9.11 7.70

11.50

5.71

4.33

5.31 4.86

4.00

0.75

3.56

1.91
1.170.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上

老研式活動能力指標

一般 予防 要支援 要介護
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【手段的日常生活動作（IADL）からみる高齢者の状態像】 

 手段的自立（一人で外出、買い物、食事の用意など）は、一般高齢者と比較して

要介護認定者で大きく低下しています。要介護状態への移行を防止するためにも

手段的自立の低下を防ぐことの重要性を周知し、具体的な低下対策に取り組む必

要があります。 

 知的能動性（新聞、本や雑誌を読む、健康について関心を持つなど）、社会的役割

（友達を訪ねる、相談にのるなど）は、一般高齢者と比較して二次予防対象者で

高齢期を迎えた当初（65-69 歳）から大きく低下しています。知的能動性や社会

的役割を維持することの重要性について周知を図る必要があります。 
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３）健康・疾病 

①既往症 

疾病の既往症は、高血圧、糖尿病、目の病気、心臓病、筋骨格の病気の割合が高齢

者の状態にかかわらず高くなっています。 

認知症（アルツハイマー病等）の既往率については、「要介護認定者」では 28.4％

と高くなっています。 

平成 23 年調査と比較すると、認知症が一般高齢者、二次予防対象者、要支援認定

者で割合が上昇しています。 

 

  

疾病の状況（平成26年）
疾病 一般 予防 要支援 要介護
高血圧 45.7% 50.3% 63.6% 38.3%
脳卒中 3.0% 5.3% 20.5% 18.5%
心臓病 6.9% 11.7% 20.5% 12.3%
糖尿病 10.4% 14.0% 25.0% 17.3%
高脂血症 11.4% 10.5% 6.8% 1.2%
呼吸器の病気 3.3% 7.6% 6.8% 9.9%
胃腸・肝臓・胆のうの病気 5.4% 4.4% 2.3% 6.2%
腎臓・前立腺の病気 6.0% 11.1% 9.1% 9.9%
筋骨格の病気 7.4% 19.9% 22.7% 11.1%
外傷（転倒・骨折等） 0.9% 5.6% 6.8% 8.6%
がん（悪性新生物） 1.5% 3.5% 2.3% 4.9%
血液・免疫の病気 0.3% 0.6% 0.0% 1.2%
うつ病 0.0% 3.8% 0.0% 7.4%
認知症 0.5% 4.1% 6.8% 28.4%
パーキンソン病 0.5% 0.9% 4.5% 8.6%
目の病気 18.5% 26.0% 29.5% 17.3%
耳の病気 5.6% 9.4% 15.9% 2.5%
その他 7.5% 9.9% 11.4% 9.9%
ない 15.3% 5.3% 2.3% 3.7%
無回答 9.0% 5.8% 0.0% 6.2%

対象者 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

疾病の状況（平成23年）
疾病 一般 予防 要支援 要介護
高血圧 44.4% 50.4% 50.3% 40.5%
脳卒中 2.3% 6.2% 19.5% 23.5%
心臓病 8.1% 12.3% 18.2% 16.1%
糖尿病 11.3% 14.9% 18.2% 10.8%
高脂血症 8.9% 8.5% 2.5% 4.6%
呼吸器の病気 3.2% 7.5% 11.3% 8.4%
胃腸・肝臓・胆のうの病気 4.2% 7.5% 8.8% 4.6%
腎臓・前立腺の病気 6.9% 8.8% 8.2% 6.0%
筋骨格の病気 7.0% 19.2% 29.6% 16.8%
外傷（転倒・骨折等） 0.6% 6.3% 16.4% 12.5%
がん（悪性新生物） 1.5% 2.5% 3.8% 3.4%
血液・免疫の病気 0.5% 1.2% 3.1% 1.9%
うつ病 0.6% 2.8% 7.5% 2.9%
認知症 0.3% 0.8% 3.1% 34.3%
パーキンソン病 0.2% 1.2% 2.5% 5.5%
目の病気 18.3% 27.7% 30.8% 18.9%
耳の病気 6.1% 12.0% 15.1% 11.5%
その他 7.2% 11.1% 8.2% 8.9%
ない 15.7% 6.6% 1.3% 1.7%
無回答 7.5% 4.3% 3.1% 9.8%

対象者 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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16.0%

1.8%

7.3%

27.3%

13.6%

1.2%

5.6%

9.1%

54.3%

2.6%

4.4%

4.5%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

86.7%

67.6%

34.6%

9.1%

9.1%

16.5%

27.7%

10.6%

0.7%

4.7%

13.8%

8.9%

0.6%

5.7%

10.1%

54.2%

2.9%

5.6%

13.8%

17.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



30 

認知症の既往歴別にみると、既往歴ありでは 93.0％となっています。ただし、それ

以外の方についても 25.0％が障害ありと評価されています。これを平成 23 年調査と

比較すると、いずれの割合も上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

2.3%

70.7%

4.7%

16.1%

23.3%

4.8%

65.1%

4.2%

4.7%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

認知症既往症

それ以外

認知症既往症と認知機能の状況（平成26年）

障害なし（０） 境界的（１） 軽度（２） 中等度以上（３～） 不明

1.3%

72.0%

2.5%

12.9%

10.0%

3.2%

73.1%

5.9%

13.1%

6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

認知症既往症

それ以外

認知症既往症と認知機能の状況（平成23年）

障害なし（０） 境界的（１） 軽度（２） 中等度以上（３～） 不明

障害なし
（０）

境界的
（１）

軽度
（２）

中等度
以上(3～)

不明
障害あり

(1～)
認知症既往症 2.3% 4.7% 23.3% 65.1% 4.7% 93.0%
それ以外 70.7% 16.1% 4.8% 4.2% 4.3% 25.0%



 

31 

 

 
 



32 

３．計画の取り組み状況と課題 

（１）重点施策の評価 

 

①地域見守りネットワーク事業 

地域見守りネットワーク事業は、見守り台帳登録世帯数が平成 24 年度当初から計

画値を上回り、目標を達成しています。 

 

 

 

 

②ゆくい場づくり（居場所づくり）の推進 

ゆくい場づくり（居場所づくり）は、地域ミニデイサービス実施地域数が平成 26

年度に 1箇所目標値に届いていません。 

 

 

 

 

③職業相談の充実 

職業相談は、計画値で定めた指標による評価ができませんが、ふるさとハローワ

ークを通じた 60 歳以上の就労実績が平成 24 年度に 29 人、平成 25 年度に 51 人とな

っており、事業の成果と捉えることができます。 

 

 

 

  

地域見守りネットワーク事業 単位：世帯

計画値

実績値 1,314 1,454 1,431

平成24年度 平成25年度 平成26年度

1,3231,059 1,192
見守り台帳登録世帯

ゆくい場づくり（居場所づくり） 単位：地域
平成24年度 平成25年度 平成26年度

計画値 38 39 40

実績値 37 39 39
地域ミニデイサービス実施地域数

職業相談
平成24年度 平成25年度 平成26年度

高齢者の職業相談件数 計画値
実績値

（基準件数）
基準件数の

５％増
基準件数の

10％増

60歳以上の就労実績（ふるさとハローワーク） 29人 51人 47人
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（２）具体的な取り組み状況と課題 

★は、重点施策に関連する取り組み 

 

基本目標１ 自立生活を支え合う地域づくりの推進 

１）地域包括ケア体制の構築 

【現在の取り組み】 

○ケアプランチェック更新時に再度アセスメントし、利用者に変化があれば適宜ケ

アプランの見直しを実施しました。 

○地域包括支援センターの三職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員）を

中心に、在宅介護支援センター等と連携を図り、相談対応を迅速に行いました。 

○地域包括支援センターを軸とした地域ケア会議およびケア部会を開催し、関係機

関と連携を図ることにより必要なサービスに繋げています。 

○関連団体と連携を図り、成年後見制度の案内、虐待の早期発見・把握に努めまし

た。 

○法人後見事業や日常生活自立支援事業の実施を通じて高齢者等が、地域で自立し

た生活が出来るよう支援しています。 

○平成 26 年度より「虐待防止対応マニュアル（案）」を作成し、関連機関へ周知し

ました。運用を通じて本整備を図る予定となっています。 

○第５期介護保険事業計画（H24～H26）にて、小規模型特別養護老人ホーム及び認

知症高齢者グループホームの施設整備を行いました。 

★地域課題に柔軟に対応した活動を行うことが出来るように、社会福祉協議会・コ

ミュニティソーシャルワーカー（CSW）、関係機関と連携し、情報の共有化や事例

対応、福祉知識の向上に向けた研修会等を開催し、資質の向上を図り、地域ささ

えあい見守り体制の強化に努めています。 

★地域の福祉を支える担い手である民生委員・児童委員との連携は欠かせないもの

であり、常に協働に努めています。 

★認知症サポーター養成講座を開催し、ボランティア人材の養成・確保に努めまし

た。 

★社会福祉協議会ボランティアセンターを拠点に各種ボランティアと連携し、交流

会やまつりを開催し、活動機会や情報提供を行いました。また、研修や講座を開

催し、活動機会の提供や人材の養成・確保、ボランティア団体の育成支援や活動

費の助成を行いました。 

★社会福祉への理解と関心を高め、思いやりの心を養うとともに地域社会への啓発

を図るため、ボランティア活動協力校指定事業（中学・高校）、ボランティア活動

推進協力団体等指定事業（保育園・幼稚園・小学校等）を実施しました。 
 

【課題と対策】 

○介護保険サービス利用者の増加が今後見込まれるため、それに応じてケアマネジ

メント業務を行う熟練した職員の確保が必要となります。 
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訪問にて贈呈しました。 

 

【課題と対策】 

○今後、高齢化率が増加傾向にあるため、介護用品支給事業の周知を図ります。 

○独居高齢者が安心して日常生活を送れるようにお元気コールサービス事業を継続

して取り組む。利用者増のため事業の周知を図ります。 

○老人保護措置制度について、市民への周知を図ります。 

 

 

３）ひとにやさしいまちづくりの推進 

【現在の取り組み】 

○外出支援サービスにより、外出の安全性確保、介護者の負担軽減及び経済的支援

を図るため、毎月利用券を支給しました。 

○市内一周バスを運行している事業者と子どもから高齢者までの移動の利便性の向

上に関する意見交換を行いました。 

○在宅介護支援センターを通じ、高齢者が振り込め詐欺などの犯罪に遭わないよう

注意喚起を行いました。 

○自治会、老人クラブ連合会など要望のあった団体へ消費生活に関する講座を開催

しました。 

○要援護者に関する避難計画について情報を保有する関連各課と連携を図りまし

た。 

○道路改良工事における全ての歩道について、歩道と車道の高低差を極力少なくす

るセミフラット方式を採用し、道路環境の向上に取り組んでいます。 

 

【課題と対策】 

○沖縄県介護保険事業計画との整合性を図り、住宅部局と協力した住宅確保対策が

必要となります。 

○認知症高齢者が増加傾向にあるため、ニーズを把握しグループホームの整備を促

進していきます。 

○高齢者の犯罪被害の未然防止に努めます。 

○民生委員・児童委員の協力のもと、地域の独居高齢者など災害弱者の把握及び地

域福祉支援システムへ情報を入力し、個人ごとの災害時避難マップの作成に努め

ます。 

○防災計画に基づき、災害発生時の災害時要援護者の安全確保、安否確認等は各課

と連携した対策の実施が必要となります。 

○要援護者支援計画等の策定後、具体的な防災訓練への取り組みが必要となります。 
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【課題と対策】 

○老人クラブの実施地域の増加並びにクラブ会員増加のための周知・広報活動の強

化が必要となります。 

○「豊見城市豊寿大学」で学んだ方を指導者として、地域にどのように還元してい

くかが課題となります。 

 

 

３）就労環境の整備 

【現在の取り組み】 

★シルバー人材センターでは、平成 25 年度実績で 417 名の会員が 1,007 件の受注を

受け職に携わりました。 

★庁舎内にふるさとハローワークを設置し、平成 25 年度実績で 60 歳以上の市民 29

名が、パートを含め就労に結び付きました。 

 

【課題と対策】 

○高齢期の生きがいづくりに向けた就労支援の継続が必要になります。 

 

 

基本目標３ 健康づくりと介護予防の推進 

１）高齢者の健康づくり 

【現在の取り組み】 

○男性を限定とした料理教室を開催し、栄養改善と生きがい対策を図りました。 

○いきいき健康教室として、週１回の全８回コース、運動や栄養、認知症予防や口

腔ケアなどを内容とする介護予防に関する総合的な講座を実施しました。 

○75 歳未満の特定健診対象者及び生活保護受給者の健康診査を実施し、必要に応じ

て保健指導を実施しました。 

○健康状態の把握、介護予防の観点からあらゆる機会を通じ特定健診・長寿健診、

がん検診の受診勧奨、受診結果により適切な精密検査や治療勧奨など生活指導を

含めた支援を実施しました。 

○がん検診受診券を発送し、75 歳以上のがん検診料金を全額市が補助し、早期発

見・早期発症予防に努めています。 

○インフルエンザ予防接種者や高齢者肺炎球菌予防接種の費用の一部を助成し、高

齢者に多い感染症のインフルエンザや肺炎の予防を図りました。また相談業務や

在宅介護支援センターを通じインフルエンザ予防接種の勧奨を実施しました。 

★高齢者の生活の質の向上のために、認知症に対する正しい知識の普及や認知症予

防を推進しました。 

★認知症の正しい知識の普及啓発を目的に、いきいき健康教室に認知症の講話を入

れるなどプログラムの工夫や認知症サポーター養成講座の開催、又リーフレット
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防プランを作成しました。プランには介護予防の実践と生活改善の取り組みが実

践できるようにアドバイスを行いました。 

○二次予防事業について、介護予防事業の円滑な事業運営を図る観点から事業評価

を実施しました。 

○地域支援事業パンフレットを作成し、介護予防に対する普及啓発を図りました。 

 

 

【課題と対策】 

○在宅介護支援センター・民生委員との連携を図り、支援を必要とする方の早期発

見に努めます。 

○多様な機会を通して介護予防事業の普及啓発に努め、高齢者への情報提供の充実

を図ります。 

○二次予防事業終了後の予防プランの見直し評価とともに、終了後に継続して利用

又は参加できる場所の確保を図ります。 

○事業評価の分析結果を踏まえた事業の充実や介護予防効果の高いプラン作成に努

めます。 
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（２）高齢者の望ましい状態像の検討 

総合事業の開始に伴い、今後はより地域の特性を踏まえながら、高齢者の地域での

生活を支える地域包括ケア体制の構築が求められます。そのために、どのようにして

高齢者を支えていくのかという地域の将来像と高齢者の年齢に応じて、計画で目標と

する望ましい状態像の検討が必要だと考えます。 

 

（３）高齢者の自立支援と生きがいづくり支援 

高齢者の地域における自立生活を支えるための地域包括ケアシステムの構築が求

められます。 

年齢構成の若い豊見城市においても高齢化率は上昇してきており、これを行政区別

にみた場合、高齢化率に大きな差があります。また自治会や老人会等の加入率も低下

する傾向にあり、これまでの地域活動の主体となる団体にも変化がみられます。高齢

者を支える地域づくりを考えるにあたっては、ニーズ調査等による高齢者の実態を踏

まえながら、自治会や老人会等だけなく、NPO 等の支援の主体となりうる活動の把握

に努めながら、交流機会の充実並びに支援体制の充実を検討していきます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 
計画の基本的な考え方
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２．計画の基本目標 

基本理念の実現に向け、施策の展開を図る上での基礎となる基本目標を次のように

定めます。 

 

基本目標１：自立生活を支え合う地域づくりの推進 

日常生活で介護が必要になった場合においても可能な限り在宅での生活を送るこ

とが出来るよう、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

 
 

基本目標２：豊かな生活に向けた生きがいづくりの推進 

すべての高齢者がその人らしく日常生活を営むことができるよう、ミニデイサービ

スをはじめとした、多様な活動の場の充実を図り、社会参加や交流の機会の提供、就

労環境の整備など生きがいづくりを推進します。 

 
 

基本目標３：健康づくりと介護予防の推進 

年齢を重ねても心身ともに健康で活動的に過ごすことができるよう、市の高齢者の

特性を踏まえた健康づくりと介護予防を推進します。 
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４．施策の体系 

基本理念 

こころ豊かに 支え合うまち とみぐすく 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域包括ケアシステムの構築 （５）老人保護措置 

（１）地域包括支援センターの機能強化 （６）高齢者祝金支給事業 

（２）在宅医療及び介護連携の推進 

（３）認知症施策の推進 

（４）多様な生活支援サービス等の充実 

 ３．生活を支える環境づくりの推進 

２．在宅福祉サービスの充実 （１）高齢者の移動支援の充実 

（１）緊急通報システム事業 （２）高齢者に配慮した住環境の充実 

（２）介護用品支給支援事業 （３）防犯・防災対策の充実 

（３）お元気コールサービス事業 （４）ひとにやさしいまちづくりの推進 

（４）老人用福祉電話  

１．地域及び世代間交流の推進 （４）豊見城市豊寿大学の開講 

（１）ゆくい場づくりの推進 （５）市民が主体となった支援活動 

（２）世代間交流機会の充実 の促進 

（３）地域交流機会の充実 （６）地域活動におけるリーダーの 

 掘り起し 

２．生きがい活動の支援 ３．就労環境の整備 

（１）生きがい活動への支援 （１）シルバー人材センターの 

（２）老人クラブ活動の支援 有効活用 

（３）敬老会事業 （２）職業相談の充実 

１．高齢者の健康づくり支援 ２．介護予防の充実 

（１）健康教育の充実 （１）介護予防・日常生活支援 

（２）いきいき健康教室の充実 総合事業 

（３）健康診査並びに保健指導の充実 （２）一般介護予防事業 

（４）がん検診の充実 （３）介護予防・日常生活支援 

（５）感染症予防の充実 総合事業の評価 

（６）認知症予防対策の推進 

（７）疾病等の重症化予防 

（８）医療機関との連携 

計画展開 

の視点 

尊厳を守る 

支援 

ニーズに応じ

た支援 

孤立させない

支援 

切れ目ない 

支援 
基本目標３ 健康づくりと介護予防の推進 

自主的な活動

につながる 

支援 

基本目標２ 豊かな生活に向けた生きがいづくりの推進 

基本目標１ 自立生活を支え合う地域づくりの推進 

重点施策：計画期間に重点的に取り組む施策



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 
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〈現況・課題〉 

○ ニーズ調査から家族や友人・知人以外で相談できる人がいないという 38.0％み

られ、相談に関する周知不足が考えられます。 

○ 新興住宅地等は、人口流入が多く地域における一人暮らし高齢者や支援を必要と

する高齢者についての情報把握が課題となります。 

○ 認知症高齢者の増加が見込まれており、高齢者の権利や尊厳を守るために、成年

後見制度の利用促進を図る必要があります。 
○ 地域における介護・福祉・医療を一体的に提供するために、地域包括ケアシステ

ムの構築が求められます。 
 

 

【施策の方向性】 

 地域の高齢者の日常生活における問題点や介護及び在宅サービスにかかわる

相談に適切に対応していくため、地域包括支援センターの機能や役割等の周

知徹底を図ります。 

 地域や民生委員、NPO 等との更なる連携を図り、一人暮らし高齢者や日常生

活に支援を必要とする高齢者の把握を行ないます。 

 認知症高齢者の把握に努め、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用へ

つないでいきます。また成年後見制度の利用促進に向け制度の周知を図りま

す。 

 認知症高齢者の地域生活を支援するための対策の充実を図ります。 

 関係機関等とのネットワークにより高齢者虐待や多重問題を抱えた高齢者へ

の対応の充実を図ります。 
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① 相談対応の充実 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員によるチームアプローチの強化、生活保

護のケースワーカーやコミュニティソーシャルワーカー（CSW）との連携等により相

談対応の充実を図ります。 

 

② 在宅介護支援センター事業の充実 

高齢者の実態把握調査並びに相談を通じて、高齢者がボランティアなどによるイン

フォーマルサービスを含め多様な支援を総合的に受けられるよう、行政機関及び地域

包括支援センターとの連絡調整等を行います。 

 
 
３）権利擁護事業の推進 

認知症高齢者等、社会生活を営むための支援を必要とする高齢者に対し、介護サー

ビスや予防事業の利用援助、金銭管理に対する支援を含めた高齢者の尊厳の維持と権

利擁護を推進します。 

 

① 成年後見制度の利用促進 

成年後見制度を必要とする高齢者が、円滑に制度を活用することができるよう、制

度の周知並びに相談対応に努めます。成年後見制度に係る市長による審判の請求手続

等について、市長が後見人等に選任された者に対し、後見人等の報酬の全部又は一部

の助成を行います。 

 
② 日常生活自立支援事業の充実 

認知症高齢者等で日常の金銭管理などに不安のある高齢者が、在宅で安心して暮ら

せるよう本制度の周知の強化を図ります。福祉サービスの利用手続き、公共料金の支

払いや財産管理に関する代行を社会福祉協議会と連携を図って行います。 

 
③ 高齢者虐待防止対応マニュアルの運用 

市民に対し、虐待の定義や虐待を発見した場合の通報又は対応等について広く周知

を図ります。また虐待の早期発見・早期対応などのきめ細かな支援体制の構築を図る

ため、関係機関等と連携し「虐待防止対応マニュアル」を活用していきます。 

 

４）包括的・継続的ケアマネジメント事業 

高齢者の加齢に伴う心身状態の変化などに伴い必要となる支援を円滑に提供して

いけるよう、地域包括支援センターが福祉や医療の関係機関や団体、地域等と連携し、

包括的・継続的ケアマネジメントを行います。 
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④認知症ケアパスの作成並びに活用 

認知症を発症し、生活をする上で色々な支障が出てくる中で、その進行状況にあ

わせて、いつ、どこで、どのようなサービスを受けることができるのか示した、認

知症高齢者の支援ガイドとなる認知症ケアパスの作成並びに活用を進めます。 

 

 

（４）多様な生活支援サービス等の充実 

一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加、将来的な認知症の増加等を見据えた、

多様な生活支援サービスの充実を図ります。 
 

①生活支援サービスの体制整備 

高齢者自身を含め市民が主体となる活動や NPO、社会福祉法人社会福祉協議会、自

治会、民間企業など多様な主体によるサービス提供体制の構築を図るため、生活支援

体制整備事業を活用し、生活支援コーディネーターの配置等を進めます。 

 

②コミュニティーソーシャルワークの充実支援 

要支援者等のニーズを的確に把握し、住民を主体とした地域福祉活動と専門機関の

横断的な連携により、高齢者を地域で支える福祉力の向上を図ります。 
 

③地域見守りネットワーク事業 

地域包括支援センターを中心として、地区福祉推進委員会、民生委員・児童委員、

ボランティア団体並びに福祉関連機関等との連携の充実を図り、高齢者見守りネット

ワークを市全域に広げていきます。 

 

 

④高齢者虐待防止の推進 

虐待の早期発見・早期対応の充実を図るため、地域住民、地域包括支援センター並

びに関係機関と連携、ケア部会および高齢者等虐待防止ネットワーク推進協議会を通

じて高齢者虐待防止を推進します。 
 

⑤民生委員・児童委員活動との連携 

地域の福祉を支える担い手である民生委員・児童委員の活動内容に対する理解を深

めるため、積極的な周知に努めます。また「地域福祉マップ」の作成、「災害時一人も

見逃さない運動」など様々な地域福祉活動と連携した支え合い、見守り活動を推進し

ます。 

地域見守りネットワーク事業 単位：世帯
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

見守り台帳登録世帯 1,454 1,755 1,906 2,070

計画目標値



 

53 

 

 

 



54 

２．在宅福祉サービスの充実 

 
〈現況・課題〉 

○ ニーズ調査において、６割強の方が「日常生活で介護が必要になった場合におい

ても可能な限り在宅での生活を希望する」と回答していることから、高齢者が住

み慣れた地域において安心して在宅生活を営めるよう、在宅福祉サービスの充実

を図る必要があります。 

 

 

【施策の方向性】 

 生活スタイルの違い、健康状態や介護を必要とするかどうかなどにかかわら

ず、全ての高齢者が住み慣れた地域において自立した生活ができるよう、高

齢者ニーズに応じた在宅福祉サービスの充実に努めます。 

 在宅介護支援センターや民生委員、ケアマネジャー等の関係機関と連携し、

各種事業について周知するとともに、ニーズの把握に努めます。 

 お元気コールサービス事業や緊急通報システム事業については、要援護高齢

者が地域のなかで安心して暮らしていくことが出来るよう、見守りネットワ

ーク事業との連携を図ります。 

 

 

（１）緊急通報システム事業 

在宅のひとり暮らし高齢者等の急病又は事故等の緊急時に、迅速な救助ができるよ

う固定型及びペンダント型発信機の緊急通報システムを設置し、緊急通報センターや

消防本部、協力員等と連携し安全確保を図ります。また月１回の定期コール、台風コ

ールや誕生日コールなどを通じて日常の不安解消に努めます。 

 

 

（２）介護用品支給事業 

要介護４、要介護５の高齢者を在宅で介護している非課税世帯の家族に対し、毎月

7,500 円分の給付券を発行し、指定の事業所で現物給付を行い在宅生活の継続を支援

します。 

 

緊急通報システム事業目標 単位：人
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

登録人数 34 35 40 45

計画目標値

介護用品支給支援事業目標 単位：人
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用実人数 37 41 43 46

計画目標値
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３．生活を支える環境づくりの推進 

 

〈現況・課題〉 

○ ニーズ調査の結果によると、６割強の高齢者が介護が必要になっても、できる限

り在宅で暮らしたいと考えています。 
○ 高齢者が住み慣れた地域において安心して在宅生活を営めるよう、生活環境や公

共交通機関の整備について、誰もが利用しやすい、ひとにやさしいまちづくりを

推進する必要があります。 
 

 

【施策の方向性】 

 高齢者が地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、ひとにやさ

しいまちづくりを推進します。 

 

  

（１）高齢者の移動支援の充実 

高齢者が気軽に外出し、社会とのつながりを通じて、こころ豊かに生活することを

支援していくため、交通機関の整備、移動、交通システムの整備を図る等、すべての

市民にとって利便性の高い都市環境の整備を推進します。 
 

①外出支援サービス事業の充実 

一般の交通機関の利用が困難な在宅の要介護認定者に対して、医療機関等への送迎

に係る費用の一部を助成し、経済的な生活支援を行います。 

 

 

②市内巡回バスの利便性の向上 

市内の移動手段を確保するため、公共施設、商業施設、医療機関等を巡回する市内

一周バスについて、高齢者等のニーズにあった利便性の向上に努めます。 
 

 

（２）高齢者に配慮した住環境の充実 

高齢者が安心して日常生活を送ることができるバリアフリー住宅の普及啓発や多

様な住まい方に対応した住宅確保対策を推進します。 

 

外出支援サービス事業目標 単位：回数、人
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

回数 487 390 430 470

利用実人数 22 18 20 23

計画目標値
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基本目標２ 豊かな生活に向けた生きがいづくりの推進 

 

１．地域及び世代間交流の推進 

 

〈現況・課題〉 

○ 国勢調査（平成 22 年）によると、高齢者単身世帯、高齢夫婦世帯の割合がとも

に増加しています。ニーズ調査にもとづき、独居高齢者の生活機能低下を予防す

るためにも、日常的に交流する場、外出や出会いをつくる機会を増やすことが必

要です。 

○ 地域ミニデイサービス（高齢者の生きがいと健康づくり推進事業）においては、

男性の参加者が少なく、男性の参加を促すことが課題となっています。 

 

 

【施策の方向性】 

 高齢者が、地域行事やサークル活動、ボランティアなど様々な機会を通して、

地域との交流や世代間交流を行うことができる機会並びに高齢者が気軽に集

い、語り、楽しむ場を増やしていきます。 

 取り組みにあたっては、ニーズ調査結果をもとに、社会的役割の低下が懸念

される対象者に対して、積極的な参加の呼びかけを行います。 

 地域ミニデイサービス（高齢者の生きがいと健康づくり推進事業）について

は、性別による特性を踏まえた実施内容を検討など、新たなゆくい場の設置

に努めます。 

 地域ミニデイサービス以外でも、NPO などが主体となった活動を拾いあげ、

誰もが気軽に参加できる場の創出に努めます。 

 

  

（１）ゆくい場づくりの推進 

地域ミニデイサービス（高齢者の生きがいと健康づくり推進事業）について、実施

地域数の増加を図るとともに、男性が参加しやすい新たなゆくい場づくりに取り組み

ます。また地域ミニデイサービス未実施地区を中心に、自治会公民館、集会施設、福

祉施設等を活用し、地域の高齢者がいつでも、気軽に集まり、語らい、交流すること

ができる「ゆくい場」の整備を促進します。 
また介護予防・日常生活支援総合事業を通じて、地域や住民などが主体となった新

たな居場所づくりを進めます。 

 

ゆくい場づくり（居場所づくり） 単位：地域
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

地域ミニデイサービス実施地域数 39 40 41 42

計画目標値
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（３）敬老会事業 

市民に対し、広く老人福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の

生活の質の向上に努める意欲を促すことを目的に実施します。 
 

（４）豊見城市豊寿大学の開講 

学習機会を通じた資質の向上、高齢者の生きがいづくりの充実を図るため、１期２

年で開講する「豊見城市豊寿大学」を進めます。また大学で学んだことを地域に還元

できる機会づくりに努めます。 
 

（５）市民が主体となった支援活動の促進 

多様な生活支援を進めるため、市民が主体となった支援活動のきっかけづくり並び

に活動を継続するための支援として、介護予防・日常生活支援総合事業を活かした助

成等を行います。 
 

（６）地域活動におけるリーダーの掘り起し 

豊見城市豊寿大学、自治会や NPO 活動、各種講座など通じて地域のリーダーとなり

うる人材の掘り起しに努め、地域における生きがい活動の充実につなげます。 
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基本目標３ 健康づくりと介護予防の推進 

 

１．高齢者の健康づくり支援 

 

〈現況・課題〉 

○ 市民が高齢期を心身ともに健やかに過ごすことができるよう、早い段階から健康

づくりに取り組む必要があります。 

○ ニーズ調査の結果によると、一般高齢者で 0.5％、二次予防対象者で 4.1％が認

知症と回答しており、この割合は前回調査よりも上昇しています。 

○ 認知症は判断能力の低下などにより、生活の質の低下につながることが懸念され

ます。 

 

 

【施策の方向性】 

 「健康教育」や「いきいき健康教室」を通して、健康づくりに関する知識の普

及・啓発を行ないます。 

 ニーズ調査結果を踏まえた適切な対象者の把握及び効果的な内容の検討を行

なうとともに、教室終了後の参加者が自主活動へ移行し、継続できるよう支

援していきます。 

 医療機関や関係部署と連携し、各種健康診査の受診を促進します。 

 認知症に対する正しい知識の普及に努め、予防の充実に努めます。 

 

  

（１）健康教育の充実 

医師や歯科医師、理学療法士等の講演会を通じて、健康づくりや介護予防に関する

知識の普及・啓発を行います。実施にあたっては、口腔衛生習慣の強化（8020 運動の

推進）、認知症予防など、高齢期の特性を捉えた効果的な教育内容の充実を図ります。 

 

（２）いきいき健康教室の充実 

運動や栄養、認知症予防や口腔ケアなど介護予防に関する総合的な講座として「い

きいき健康教室」を実施します。また、教室終了後の参加者が自主活動へ移行し、継

続できるよう支援します。 

 

いきいき健康教室事業目標 単位：人
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

参加人数 48 60 70 80

計画目標値
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２．介護予防の充実 

 

〈現況・課題〉 

○ 制度改正を踏まえ、効果的かつ総合的な介護予防の充実が求められます。 

○ 将来的に介護を要する状態となるリスクを抱えた高齢者を早期に把握し、状態の

改善を図る取り組みを推進していく必要があります。 

○ 制度改正を踏まえ、介護予防・日常生活支援総合事業の適切な対象者の把握が求

められます。 

○ 効果的かつ総合的な介護予防の充実を図るため、多様な主体の事業への参加を促

すことが求められます。 

 

 

【施策の方向性】 

 ニーズ調査に基づき、高齢者の個々の心身状態に応じた個別啓発に努めます。 

 過去の基本チェックリストの未回収者の傾向等を分析し、複数年にわたる未

回収者や独居高齢者などについては、積極的な状況把握に努め、必要に応じ

て事業への参加を促していきます。 

 要介護認定における非該当者の把握や、医療機関や民生委員等からの情報提

供による対象者把握、ライフライン事業者等の見守り活動並びに特定健診と

の連携による対象者把握を強化します。 

 平成 28 年度からは、地域のニーズを踏まえながら、地域資源を活用した多

様な支援サービスの展開を図ります。 
 

 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

沖縄県介護保険広域連合の構成市町村は、従来の介護予防事業から制度改正に伴い、

介護予防・日常生活支援総合事業という新たな事業体系に平成 28 年度から移行する

こととなります。 

介護予防・日常生活支援総合事業では、市町村が地域の実情に応じて、住民等の多

様な主体の参画により、多様なサービスの充実を図り、要支援者等に対する効果的か

つ効率的な支援体制づくりを目指します。 

 

【事業内容】 

○サービス事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防

訪問介護等のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度の

介護予防事業の周知徹底 単位：人
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護予防事業申込者数 1,258 1,413 1,485 1,569

計画目標値
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①対象者の適切な把握 

要支援及び要介護認定者を除く高齢者について、地域包括支援センターの相談業務、

医療機関や民生委員等からの情報提供、介護保険広域連合における要介護認定審査等

との連携による対象者の適切な把握に努めます。 
介護予防・日常生活支援総合事業の周知を図るとともに、関係機関等との連携によ

る情報収集の強化、戸別訪問による状況把握を行うなど、支援を必要とする方の早期

発見・早期対応に努めます。 

 

【対象者】 

○対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者であるが、サービス事業においては、

サービス利用に至る流れとして、要支援認定を受け介護予防ケアマネジメントを受

ける流れのほかに、基本チェックリストを用いた簡易な形でまず対象者を判断し、

介護予防ケアマネジメントを通じて、必要なサービスにつなげる流れも設けます。

前者は要支援者、後者は介護予防・生活支援サービス事業対象者となります。 

○予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等のサービスを利用する

場合については、引き続き要支援認定をうける必要がありますが、介護予防・生活

支援サービス事業のみを利用する場合には、要支援認定を受けず、上記簡便な形で

のサービス利用が可能となります。 

 

②訪問型サービス 

要支援者等に対して、掃除や洗濯等など、日常生活上の支援を提供します。 

 

③通所型サービス 

要支援者等に対して、機能訓練や集いの場の提供など、日常生活上の支援を提供し

ます。 

 

 

ア 口腔機能向上事業 

口内を清潔に保つことで歯や口の疾患を予防し、口腔機能の維持・向上を目的とし

ます。また、口腔機能の低下がもたらす誤嚥性肺炎などの全身疾患の予防や、低栄養

状態への移行を防ぐなど全身の健康状態の維持・向上を図ります。 

 

 

  

口腔機能向上事業目標 単位：回数
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 6 6 6 6

計画目標値
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⑤介護予防ケアマネジメント 

要支援者等に対し、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス等が適切に提

供できるようケアマネジメントを行います。 

 

（２）一般介護予防事業 

介護予防に関する活動について、高齢者自身が考え、主体的に活動へとつながる地

域づくりに向け、介護予防活動に関する普及啓発を行います。 

 

ア 高齢者筋力向上トレーニング事業 

高齢者の特性に応じた個別プログラムにより、日常動作の改善及び運動習慣の定着

を図り、転倒や骨折、加齢による運動機能の低下を防止します。 

高齢者筋力向上トレーニング事業目標 単位：回数、人
実績

平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

開催回数 540 900 900 900

参加人数 234 262 275 290

計画目標値

多様な主体による生活支援サービスの重層的な提供 

民間 
企業 

事業 

主体 
NPO 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 
協同 
組合

社会福祉
法人

老人クラブ 
自治会 

市町村を核とした支援体制の充実・強化 

(コーディネーターの配置、協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等)

民間などと協働して支援体制の構築

等

バックアップ 
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２．介護保険サービス量の基本的な考え方 

（１）保険料の設定の流れ 

 
１）第 6期介護保険事業計画における介護保険料の設定 

○ 第 6期介護保険事業計画においては要支援・要介護認定者数及び介護保険サービ

ス利用量が増加することが見込まれることから介護保険事業計画の総給付費は、

第 5期介護保険事業計画総給付費に比べ 11.8％上昇することが見込まれます。 

○ また、法改正によって第 1 号被保険者の負担割合が 21％から 22％に引き上げら

れたことで介護保険料が上昇します。介護保険料の高騰を抑制するため、以下の

抑制策を実施します。 

 

ア 介護給付費準備基金の投入 

第 5期介護保険事業計画における余剰金を投入します。 

 

イ 被保険者の負担能力に応じた所得段階の多段階設定 

被保険者の負担能力に応じた負担の考え方に基づき、標準 9 段階に加え、10 段

階、11 段階、12 段階を設定します。 

 

 

２）ランク別保険料の設定 

①複数保険料設定の考え方 

○ 介護保険事業における保険料は、負担公平の観点により 1保険者 1保険料を原則

としています。広域連合の構成市町村間の保険料に著しい格差が生じたため、第

2 期介護保険事業計画以降の各事業計画期間において複数保険料を設定した事業

運営を行っています。 

○ 第 6 期介護保険事業計画において算出された構成市町村間の保険料についても

大で約 2.7 倍の開きが生じ、保険料の 1本化が困難な状況にあるため、国との

調整により 3ランクに区分した介護保険料を設定するものとしますが、引き続き

「保険料の平準化」に向けた取組みを推進するものとします。 

 

②ランク別保険料算出の考え方 

○ 第 6期介護保険事業計画におけるランク別保険料の設定については、これまでと

同様に「保険料の平準化」を前提として、保険料の近い市町村ごとにランク分け

を行い、第 2 ランク（構成 28 市町村の平均的な月額保険料の集団）を基準とし

て、乖離がないように調整を行い、各ランクに区分された市町村の加重平均額を

各ランクの標準月額保険料として設定しました。 
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（２）第６期介護保険サービス総給付費 

１）介護予防サービス/地域密着型介護予防サービスの給付費 

 

【介護予防】 単位：千円／回（日）／人
平成27年度 平成28年度 平成29年度

（１）介護予防サービス
介護予防訪問介護　※ 給付費（千円） 14,818

人数（人） 62
介護予防訪問入浴介護 給付費（千円） 0 0 0

回数（回） 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0

介護予防訪問看護 給付費（千円） 2,083 2,043 1,970
回数（回） 29.7 29.3 28.5
人数（人） 6 6 6

介護予防訪問リハビリテーション 給付費（千円） 2,275 2,233 2,160
回数（回） 137.1 134.8 130.4
人数（人） 5 5 4

介護予防居宅療養管理指導 給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0

介護予防通所介護　※ 給付費（千円） 78,201
人数（人） 180

介護予防通所リハビリテーション 給付費（千円） 27,850 29,824 31,657
人数（人） 58 62 65

介護予防短期入所生活介護 給付費（千円） 547 618 661
日数（日） 7.7 8.7 9.3
人数（人） 1 1 1

介護予防短期入所療養介護（老健） 給付費（千円） 55 0 0
日数（日） 0.5 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0

介護予防短期入所療養介護（病院等） 給付費（千円） 0 0 0
日数（日） 0.0 0.0 0.0
人数（人） 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 給付費（千円） 5,589 6,226 6,838
人数（人） 91 101 111

特定介護予防福祉用具購入費 給付費（千円） 1,231 1,239 1,234
人数（人） 5 5 5

介護予防住宅改修 給付費（千円） 7,113 8,039 8,933
人数（人） 6 6 7

介護予防特定施設入居者生活介護 給付費（千円） 705 703 703
人数（人） 1 1 1

（２）地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護 給付費（千円） 172 259 347

回数（回） 2.1 3.0 4.0
人数（人） 0 0 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 給付費（千円） 1,634 1,631 1,631
人数（人） 2 2 2

介護予防認知症対応型共同生活介護 給付費（千円） 0 0 0
人数（人） 0 0 0

介護予防地域密着型通所介護（仮称） 給付費（千円） 0 0
人数（人） 0 0

（３）介護予防支援　※ 給付費（千円） 14,797
人数（人） 295

合計 給付費（千円） 157,070 52,815 56,134

※
　

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援の３サービスが、平成28年度以降、給付費並びに人数が空欄となっ
ているのは、平成28年度から始まる介護予防・日常生活支援総合事業の事業費として見込みんでいることによる。
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【介護】 単位：千円／回（日）／人
平成27年度 平成28年度 平成29年度

（３）施設サービス
介護老人福祉施設 給付費（千円） 352,893 352,211 352,211

人数（人） 122 122 122
介護老人保健施設 給付費（千円） 478,232 477,309 477,309

人数（人） 154 154 154
介護療養型医療施設 給付費（千円） 10,403 10,382 10,382
（平成32年度以降は転換施設） 人数（人） 3 3 3

（４）居宅介護支援 給付費（千円） 116,434 128,614 141,106
人数（人） 718 796 874

合計 給付費（千円） 2,556,014 2,757,070 2,946,029

平成27年度 平成28年度 平成29年度
総給付費 2,713,084 2,809,885 3,002,163
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参考資料 

豊見城市老人保健福祉計画策定委員会規則 

(平成 17 年 4 月 1 日規則第 17 号) 

改正 平成 18 年 3 月 31 日規則第 12 号 平成 18 年 11 月 17 日規則第 30 号 

平成 20 年 3 月 31 日規則第 3号 

 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、豊見城市附属機関の設置に関する条例(平成 16 年豊見城市条例

第 18 号)第 3 条の規定に基づき、豊見城市老人保健福祉計画策定委員会(以下「委

員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(担任事務) 

第 2 条 委員会は、市長の諮門に応じ、次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に

答申するものとする。 

(1) 豊見城市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。 

(2) 豊見城市老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の変更に関すること。 

(3) その他必要と認める事項に関すること。 

 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健、医療又は福祉関係者 

(3) 市職員 

(4) その他市長が必要と認めた者 

 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、2 年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職にあるため委員となった者は、その

地位または職を離れた場合は、委員の職を解かれるものとする。 

 

(委員長及び副委員長) 

第 5 条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 
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(招集及び議決) 

第 6 条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

4 委員長は、必要と認めるときは、他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

 

(守秘義務) 

第7条 委員及び委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職務を退いた後も同様とする。 

 

(庶務) 

第 8 条 委員会の庶務は、福祉部障がい・長寿課において処埋する。 

 

(委任) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成 17 年 4 月 2 日から施行する。 

 

附 則(平成 18 年 3 月 31 日規則第 12 号) 

この規則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 18 年 11 月 17 日規則第 30 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 20 年 3 月 31 日規則第 3号) 

この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
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豊見城市老人保健福祉計画策定委員会  委員名簿 

 

 

   

   

№ 構  成 氏  名 所  属 

1 第１号委員 大 湾 明 美 沖縄県立看護大学 教授 

2 第２号委員 崎 山 朝 康 特別養護老人ホームすみれ 施設長 

3 第２号委員 山 下 政 広 社会福祉法人まつみ福祉会 事務局長 

4 第２号委員 長 嶺 英 政 介護老人保健施設友愛園 事務長 

5 第２号委員 大 城 良 和 社会福祉法人豊見城市社会福祉協議会 事務局長 

6 第３号委員 仲 俣 弘 行 豊見城市 市民健康部 国保年金課長 

７ 第３号委員 翁 長 卓 司 豊見城市 市民健康部 健康推進課長 

８ 第４号委員 名 嘉 元 利 保 豊見城市民生委員児童委員連合会 副会長 

９ 第４号委員 大 城 光 盛 豊見城市老人クラブ連合会 会長 

10 第４号委員 當 銘 由 美 子 豊見城市婦人連合会 会長 
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豊見城市高齢者保健福祉計画策定の経緯 

 

 策定委員会 関係部署担当者 

平

成

26

年 

 

 

第 1 回 

 

 

１２月１８日（木） 

◆委嘱状交付 

◆豊見城市高齢者保健福祉計画の概要

◆第 5期計画の評価、今後の課題等 

 

 

 

 

 

 

進捗状

況確認

１１月４日（水） 

◆計画の評価、今後の課題等 

平

成

27

年 

 

 

 

第 2 回 

 

 

 

第 3 回 

 

 

 

第 4 回 

 

 

 

 

１月２２日（木） 

◆第 6期計画（たたき台）の検討、他

 

 

２月２０日（金） 

◆第 6期計画（たたき台）の検討、他

 

 

３月１３日（金） 

◆第 6期計画（たたき台）の検討、他

 

 

ヒアリ

ング 

１月１３日（火）～随時 

◆施策体系 

◆施策の検討 
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